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外為法の遵守徹底及び安全保障貿易管理に係る体制整備について 

令和４年３月１５日 

経済産業省貿易管理部安全保障貿易管理課 

我が国では、国際的な平和及び安全の維持を目的に、外国為替及び外国貿易法（以

下「外為法」という。）に基づき輸出管理※１を実施しています。外為法で規制されている貨

物の輸出や外国への技術提供を行おうとする場合、事前に経済産業大臣の許可を受け

る必要があります。このため、本課題において、貨物の輸出や技術の外国への提供を予

定している場合には、その貨物又は技術の確認を（また、要する場合には許可申請を）お

願いします。 

※１ 我が国の安全保障輸出管理制度は、国際合意等に基づき、主に①輸出貿易管理令別表第１及び外
為令別表第１に記載の品目のうち一定以上のスペック・機能を持つ貨物（技術）を輸出（提供）しようとする
場合に、経済産業大臣の許可が必要となる制度（リスト規制）と②リスト規制に該当しない貨物（技術）を輸
出（提供）しようとする場合で、軍事転用されるおそれがある場合（用途要件・需要者要件又はインフォー
ム要件を満たした場合）に、経済産業大臣の許可を必要とする制度（キャッチオール規制）から成り立って
います。

貨物の輸出だけでなく技術提供も外為法の規制対象です。リスト規制技術を国外に提

供する場合や、国内であっても非居住者等（２０２２年５月１日以降は、特定類型※２に該当

する居住者を含む。）に提供する場合には、事前の許可が必要です。技術提供には、設

計図・仕様書・マニュアル・試料・試作品などの技術情報を、紙・メール・DVD・USB メモリ

などの記録媒体で提供することはもちろんのこと、技術指導や技能訓練などを通じた技

術支援、セミナーでの知識の提供なども含まれます。外国からの留学生や研究者の受入

れや、共同研究等の活動の中にも、規制対象となる技術の提供が含まれている場合が

あるため注意が必要です。 

※２ 非居住者の影響を強く受けている居住者の類型のことを言い、「外国為替及び外国貿易法第２５条第１
項及び外国為替令第１７条第２項の規定に基づき許可を要する技術を提供する取引又は行為について」
1. (3)サ①～③に規定する特定類型を指します。

また、外為法に基づき、リスト規制貨物の輸出又はリスト規制技術の外国への提供を業

として行う場合には、安全保障貿易管理の体制構築を行う必要があります※３。このため、

本課題により取得したリスト規制貨物の輸出又はリスト規制技術の外国への提供、又は本

課題の活用により既に保有しているリスト規制対象貨物の輸出又はリスト規制技術の外国

への提供を予定している場合又はその意思を有する場合、安全保障貿易管理体制の整備

をお願いします。万が一、外国へのリスト規制技術の提供を予定している又はその意思が

ある場合であって、安全保障貿易管理体制を整備していない場合には、本課題実施期間

中又は技術提供・輸出を行う迄に体制整備をお願いいたします。 

※３ 輸出者等は外為法第 55 条の 10 第 1 項に規定する「輸出者等遵守基準」を遵守する義務があります。



また、ここでの安全保障貿易管理体制とは、「輸出者等遵守基準」にある管理体制を基本とし、リスト規制
貨物の輸出又はリスト規制技術の外国への提供を適切に行うことで未然に不正輸出等を防ぐための、組
織の内部管理体制を言います。  

 

（参考）安全保障貿易管理の詳細は、以下のガイダンス等を御覧下さい。 
安全保障貿易管理（全般） https://www.meti.go.jp/policy/anpo/, Q&A 

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/qanda.html 

安全保障貿易に係る機微技術管理ガイダンス（大学・研究機関用）：

https://www.meti.go.jp/policy/anpo/law_document/tutatu/t07sonota/t07sonota_jishukanri03.pdf 

大学・研究機関のためのモデル安全保障貿易管理規程マニュアル： 

  https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku/manual.pdf 

  ※企業向けは一般財団法人安全保障貿易管理センターのモデル CP も御参考下さい。

https://www.cistec.or.jp/export/jisyukanri/modelcp/modelcp.html 

安全保障貿易ガイダンス（入門編） https://www.meti.go.jp/policy/anpo/guidance.html 

大学・研究機関向け、及び中小企業等向けの説明会、アドバイザー派遣等事業 

（大学・研究機関向け） https://www.meti.go.jp/policy/anpo/daigaku.html 

（中小企業等向け） https://www.meti.go.jp/policy/anpo/chusho.html 
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